
別紙 
○農山漁村地域整備交付金交付要綱（平成 22 年４月１日付け 21 農振第 2567 号農林水産事務次官依命通知）一部改正新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 

改    正    後 現       行 

（別表） 

交付対象事業 
国費率 摘要 

事業名 区分 

（略） （略） （略）  

実施要領別紙３－

１の第２の１．農

地防災事業 

（略） （略）  

農村災害対策

整備事業 

 

調査計画事業 

 

整備事業 

 

 

 

（略） 

 

１・２ （略） 

３ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）（以下「南海

トラフ地震特別措置法」という。）第 12 条の規定に

よる津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施され

る農村防災施設（緊急避難路及び緊急避難施設に限

る。）の整備を行うものにあっては、１及び２の規定

にかかわらず、2/3 

ただし、２の(2)のウを除く。 

４ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災

対策の推進に関する特別措置法（平成 16 年法律第 27

号。以下「日本海溝・千島海溝地震特別措置法」とい

う。）第 11 条の規定による津波避難対策緊急事業計

画に基づいて実施される農村防災施設（緊急避難路及

び緊急避難施設に限る。）の整備を行うものにあって

は、１及び２の規定にかかわらず、2/3 

ただし、２の(2)のウを除く。 

 

（略） （略）  

（略） （略） （略）  

実施要綱第２の１

の(2)の①のイの

(ｱ)森林整備事業 

１ 都道府県が

「区分」欄に掲

げる事業のうち

育成林整備事

業、共生環境整

育成林整備事

業 

（略）  

共生環境整備

事業 

（国の国費率） 

１ （略） 

２ 森林空間総合整備事業における林道整備（林道改良

・舗装）について 

 ア  幹線林道に係るもの 

   事業費の 50/100 

 

（別表） 

交付対象事業 
国費率 摘要 

事業名 区分 

（略） （略） （略）  

実施要領別紙３－

１の第２の１．農

地防災事業 

（略） （略）  

農村災害対策

整備事業 

 

調査計画事業 

 

整備事業 

 

 

 

（略） 

 

１・２ （略） 

３ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）（以下「南海

トラフ地震特別措置法」という。）第 12 条の規定に

よる津波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施

される農村防災施設（緊急避難路及び緊急避難施設に

限る。）の整備を行うものにあっては、１及び２の規

定にかかわらず、2/3 

ただし、２の(2)のウを除く。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略）  

（略） （略） （略）  

実施要綱第２の１

の(2)の①のイの

(ｱ)森林整備事業 

１ 都道府県が

「区分」欄に掲

げる事業のうち

育成林整備事

業、共生環境整

育成林整備事

業 

（略）  

共生環境整備

事業 

（国の国費率） 

１ （略） 

２ 森林空間総合整備事業における林道整備（林道改良

・舗装）について 

 ア  幹線林道に係るもの 

   事業費の 50/100 

 



改    正    後 現       行 

備事業における

林道整備（森林

管理道開設及び

森林空間総合整

備事業の林道改

良・舗装に限

る。）、林道改

良事業、フォレ

スト・コミュニ

ティ総合整備事

業における林道

整備及び山のみ

ち地域づくり交

付金事業におけ

る林道整備を行

うのに要する経

費並びに都道府

県が「区分」欄

に掲げる事業の

うち育成林整備

事業、共生環境

整備事業におけ

る林道整備（森

林管理道開設及

び森林空間総合

整備事業の林道

改良・舗装に限

る。）、林道改

良事業、フォレ

スト・コミュニ

ティ総合整備事

業における林道

整備及び山のみ

ち地域づくり交

付金事業におけ

る林道整備を行

う者に対し、

「国費率」欄の

都道府県の交付

率に掲げる率を

   ただし、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規

定による津波避難対策緊急事業計画に基づいて実

施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導

灯及び転落防止柵に限る。）の整備を行うものにつ

いては事業費の 2/3、日本海溝・千島海溝地震特別

措置法第 11 条の規定による津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される災害避難施設（避難広

場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の

整備を行うものについては事業費の 2/3 

 イ  その他の林道に係るもの 

   事業費の 30/100 

   ただし、舗装を実施する場合のその他の林道は事

業費の 1/3、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の

規定による津波避難対策緊急事業計画に基づいて

実施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、誘

導灯及び転落防止柵に限る。）の整備については事

業費の 2/3、日本海溝・千島海溝地震特別措置法第

11 条の規定による津波避難対策緊急事業計画に基

づいて実施される災害避難施設（避難広場、避難歩

道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備を行う

ものについては事業費の 2/3 

３ ・４ （略） 

 

（都道府県の交付率） 

１ （略） 

２ 森林空間総合整備事業における林道整備（林道改良

・舗装）について 

 (1) 幹線林道に係るもの 

   事業費の 50/100 

   ただし、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規

定による津波避難対策緊急事業計画に基づいて実

施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導

灯及び転落防止柵に限る。）の整備については事業

費の 2/3、日本海溝・千島海溝地震特別措置法第 11

条の規定による津波避難対策緊急事業計画に基づ

いて実施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、

誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備については

 

備事業における

林道整備（森林

管理道開設及び

森林空間総合整

備事業の林道改

良・舗装に限

る。）、林道改

良事業、フォレ

スト・コミュニ

ティ総合整備事

業における林道

整備及び山のみ

ち地域づくり交

付金事業におけ

る林道整備を行

うのに要する経

費並びに都道府

県が「区分」欄

に掲げる事業の

うち育成林整備

事業、共生環境

整備事業におけ

る林道整備（森

林管理道開設及

び森林空間総合

整備事業の林道

改良・舗装に限

る。）、林道改

良事業、フォレ

スト・コミュニ

ティ総合整備事

業における林道

整備及び山のみ

ち地域づくり交

付金事業におけ

る林道整備を行

う者に対し、

「国費率」欄の

都道府県の交付

率に掲げる率を

   ただし、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規

定による津波避難対策緊急整備事業計画に基づい

て実施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、

誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備を行うもの

については事業費の 2/3 

 

 

 

 

 イ  その他の林道に係るもの 

   事業費の 30/100 

   ただし、舗装を実施する場合のその他の林道は事

業費の 1/3、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の

規定による津波避難対策緊急整備事業計画に基づ

いて実施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、

誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備については

事業費の 2/3 

 

 

 

 

３ ・４ （略） 

 

（都道府県の交付率） 

１ （略） 

２ 森林空間総合整備事業における林道整備（林道改良

・舗装）について 

 (1) 幹線林道に係るもの 

   事業費の 50/100 

   ただし、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規

定による津波避難対策緊急整備事業計画に基づい

て実施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、

誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備については

事業費の 2/3 

 

 

 

 



改    正    後 現       行 

超える交付率に

より交付を行う

場合における当

該交付に要する

経費及び市町村

等の事業主体が

行う本事業の円

滑な実施に関す

る都道府県の事

業推進に要する

経費 

２ １以外の事業

について、都道

府県が事業を行

うのに要する経

費並びに都道府

県が事業を行う

者に対し、「国

費率」欄の都道

府県の交付率に

掲げる率を下ら

ない交付率によ

り交付を行う場

合における当該

交付に要する経

費及び市町村等

の事業主体が行

う本事業の円滑

な実施に関する

都道府県の事業

推進に要する経

費 

事業費の 2/3 

 (2) その他の林道に係るもの 

   事業費の 30/100 

   ただし、舗装を実施する場合のその他の林道は事

業費の 1/3、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の

規定による津波避難対策緊急事業計画に基づいて

実施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、誘

導灯及び転落防止柵に限る。）の整備については事

業費の 2/3、日本海溝・千島海溝地震特別措置法第

11 条の規定による津波避難対策緊急事業計画に基

づいて実施される災害避難施設（避難広場、避難歩

道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備につい

ては事業費の 2/3 

３ （略） 

 

機能回復整備

事業 

（略）  

林道改良事業 （国の国費率） 

１ 林道改良事業 

 (1) 幹線林道に係るもの 

     事業費の50/100 

   ただし、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定によ

る津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される災害避

難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限

る。）の整備については事業費の2/3、日本海溝・千島海

溝地震特別措置法第 11 条の規定による津波避難対

策緊急事業計画に基づいて実施される災害避難施設（避

難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整

備については事業費の2/3 

 (2) その他の林道に係るもの 

     事業費の30/100 

     ただし、舗装を実施する場合については、事業費の1/3、

南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津波避難

対策緊急事業計画に基づいて実施される災害避難施設（避

難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整

備については事業費の2/3、日本海溝・千島海溝地震特

別措置法第 11 条の規定による津波避難対策緊急事

 

超える交付率に

より交付を行う

場合における当

該交付に要する

経費及び市町村

等の事業主体が

行う本事業の円

滑な実施に関す

る都道府県の事

業推進に要する

経費 

２ １以外の事業

について、都道

府県が事業を行

うのに要する経

費並びに都道府

県が事業を行う

者に対し、「国

費率」欄の都道

府県の交付率に

掲げる率を下ら

ない交付率によ

り交付を行う場

合における当該

交付に要する経

費及び市町村等

の事業主体が行

う本事業の円滑

な実施に関する

都道府県の事業

推進に要する経

費 

 

 (2) その他の林道に係るもの 

   事業費の 30/100 

   ただし、舗装を実施する場合のその他の林道は事

業費の 1/3、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の

規定による津波避難対策緊急整備事業計画に基づ

いて実施される災害避難施設（避難広場、避難歩道、

誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備については

事業費の 2/3 

 

 

 

 

３ （略） 

 

機能回復整備

事業 

（略）  

林道改良事業 （国の国費率） 

１ 林道改良事業 

 (1) 幹線林道に係るもの 

     事業費の50/100 

   ただし、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定によ

る津波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される災

害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵

に限る。）の整備については事業費の2/3 

 

 

 

 

 (2) その他の林道に係るもの 

     事業費の30/100 

     ただし、舗装を実施する場合については、事業費の1/3、

南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津波避難

対策緊急整備事業計画に基づいて実施される災害避難施設

（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）

の整備については事業費の2/3 

 

 



改    正    後 現       行 

業計画に基づいて実施される災害避難施設（避難広場、避

難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備について

は事業費の2/3 

２  （略） 

（都道府県の交付率） 

１ 林道改良事業 

 (1) 幹線林道に係るもの 

     事業費の50/100 

      ただし、南海トラフ地震特別措置法第12条の規定による

津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される災害避難

施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）

の整備については事業費の2/3、日本海溝・千島海溝地

震特別措置法第 11 条の規定による津波避難対策緊

急事業計画に基づいて実施される災害避難施設（避難広

場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備に

ついては事業費の2/3 

 (2) その他の林道に係るもの 

     事業費の30/100 

   ただし、舗装を実施する場合については、事業費の1/3、

南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津波避難

対策緊急事業計画に基づいて実施される災害避難施設（避

難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整

備については事業費の2/3、日本海溝・千島海溝地震特

別措置法第 11 条の規定による津波避難対策緊急事

業計画に基づいて実施される災害避難施設（避難広場、避

難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備について

は事業費の2/3 

 

林道点検診断

・保全整備事

業 

（略）  

フォレスト・

コミュニティ

総合整備事業 

（国の国費率） 

１ 林道整備について 

(1) （略） 

  (2) 林道改良・舗装   

     ア  幹線林道に係るもの 

         事業費の50/100 

          ただし、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定に

 

 

 

 

２  （略） 

（都道府県の交付率） 

１ 林道改良事業 

 (1) 幹線林道に係るもの 

     事業費の50/100 

      ただし、南海トラフ地震特別措置法第12条の規定による

津波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される災害

避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に

限る。）の整備については事業費の2/3 

 

 

 

 

 (2) その他の林道に係るもの 

     事業費の30/100 

   ただし、舗装を実施する場合については、事業費の1/3、

南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津波避難

対策緊急整備事業計画に基づいて実施される災害避難施設

（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）

の整備については事業費の2/3 

 

 

 

 

 

林道点検診断

・保全整備事

業 

（略）  

フォレスト・

コミュニティ

総合整備事業 

（国の国費率） 

１ 林道整備について 

(1) （略） 

  (2) 林道改良・舗装   

     ア  幹線林道に係るもの 

         事業費の50/100 

          ただし、南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定に

 



改    正    後 現       行 

よる津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される災

害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止

柵に限る。）の整備については事業費の2/3、日本海溝

・千島海溝地震特別措置法第 11 条の規定による

津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される災

害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止

柵に限る。）の整備については事業費の2/3 

     イ その他の林道に係るもの 

         事業費の30/100 

         ただし、舗装を実施する場合については、事業費の

1/3、南海トラフ地震特別措置法第12条の規定による

津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される災害

避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止

柵に限る。）の整備については事業費の2/3、日本海

溝・千島海溝地震特別措置法第 11 条の規定によ

る津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施され

る災害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転

落防止柵に限る。）の整備については事業費の2/3 

２・３ （略） 

（都道府県の交付率） 

１ 林道整備について 

 (1) （略） 

 (2) 林道改良・舗装 

   ア 幹線林道に係るもの 

       事業費の50/100 

        ただし、南海トラフ地震特別措置法第12条の規定によ

る津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される災害避

難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限

る。）の整備については事業費の2/3、日本海溝・千島海

溝地震特別措置法第 11 条の規定による津波避難対

策緊急事業計画に基づいて実施される災害避難施設（避

難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整

備については事業費の2/3 

   イ その他の林道に係るもの 

       事業費の30/100 

        ただし、舗装を実施する場合については、事業費の1/3、

南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津波避難

 

よる津波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施され

る災害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落

防止柵に限る。）の整備については事業費の2/3 

 

 

 

 

     イ その他の林道に係るもの 

         事業費の30/100 

         ただし、舗装を実施する場合については、事業費の

1/3、南海トラフ地震特別措置法第12条の規定による

津波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される

災害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落

防止柵に限る。）の整備については事業費の2/3 

 

 

 

 

２・３ （略） 

（都道府県の交付率） 

１ 林道整備について 

 (1) （略） 

 (2) 林道改良・舗装 

   ア 幹線林道に係るもの 

       事業費の50/100 

        ただし、南海トラフ地震特別措置法第12条の規定によ

る津波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される災

害避難施設（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵

に限る。）の整備については事業費の2/3 

 

 

 

 

   イ その他の林道に係るもの 

       事業費の30/100 

        ただし、舗装を実施する場合については、事業費の1/3、

南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津波避難

 



改    正    後 現       行 

対策緊急事業計画に基づいて実施される災害避難施設（避

難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整

備については事業費の2/3、日本海溝・千島海溝地震特

別措置法第 11 条の規定による津波避難対策緊急事

業計画に基づいて実施される災害避難施設（避難広場、避

難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備について

は事業費の2/3 

２ （略） 

山のみち地域

づくり交付金

事業 

（略）  

実施要綱第２の

１の(2)の①のイ

の(ｲ)治山事業 

予防治山事

業、地域防

災対策総合

治山事業、

機能強化・

老朽化対策

事業、森林

土木効率化

等技術開発

事業、林地

荒廃防止事

業、山地防

災力強化総

合対策事業 

１～４ （略） 

５ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される避難

経路としての機能を持つ歩道等（避難歩道、誘導灯

及び転落防止柵に限る。）の整備を行うものにあっ

ては、１の規定にかかわらず、2/3 

６ 日本海溝・千島海溝地震特別措置法第 11 条の規定

による津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施さ

れる避難経路としての機能を持つ歩道等（避難歩

道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）の整備を行う

ものにあっては、１の規定にかかわらず、2/3 

 

（略） （略）  

実施要綱第２の

１の(2)の①のウ

の(ｱ)水産物供給

基盤整備事業 

 １～15 （略） 

16 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される避難

路その他の避難経路（以下「避難経路」という。）

の整備を実施するもの（漁港漁場整備法第３条に規

定する輸送施設に限る。）にあっては、１及び４の

規定にかかわらず、３分の２以内 

17 日本海溝・千島海溝地震特別措置法第 11 条の規定

による津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施さ

れる避難施設その他の避難場所（以下「避難場所」

という。）又は避難経路の整備を実施するもの（漁

港漁場整備法第３条に規定する輸送施設及び漁港施

設用地（公共施設用地に限る。）に限る。）にあっ

ては、１及び４の規定にかかわらず、３分の２以内 

 

対策緊急整備事業計画に基づいて実施される災害避難施設

（避難広場、避難歩道、誘導灯及び転落防止柵に限る。）

の整備については事業費の2/3 

 

 

 

 

２ （略） 

山のみち地域

づくり交付金

事業 

（略）  

実施要綱第２の

１の(2)の①のイ

の(ｲ)治山事業 

予防治山事

業、地域防

災対策総合

治山事業、

機能強化・

老朽化対策

事業、森林

土木効率化

等技術開発

事業、林地

荒廃防止事

業、山地防

災力強化総

合対策事業 

１～４ （略） 

５ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される

避難経路としての機能を持つ歩道等（避難歩道、誘

導灯及び転落防止柵に限る。）の整備を行うものに

あっては、１の規定にかかわらず、2/3 

（新設） 

 

（略） （略）  

実施要綱第２の

１の(2)の①のウ

の(ｱ)水産物供給

基盤整備事業 

 １～15 （略） 

16 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される

避難路その他の避難経路の整備を実施するもの（漁

港漁場整備法第三条に規定する輸送施設に限る。）

にあっては、１及び４の規定にかかわらず、３分の

２以内 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 



改    正    後 現       行 

18 （略） 

（略） （略） （略）  

実施要綱第２の

１の(2)の①のウ

の(ｳ)のａ漁業集

落環境整備事業 

 １・２ （略） 

３ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される避難

場所又は避難経路の整備を実施するもの（漁業集落

道、緑地・広場施設等）にあっては、１及び２の規

定にかかわらず、３分の２以内 

 

 

 

４ 日本海溝・千島海溝地震特別措置法第 11 条の規定

による津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施さ

れる避難場所又は避難経路の整備を実施するもの

（漁業集落道、緑地・広場施設等）にあっては、１

及び２の規定にかかわらず、３分の２以内 

５ 都道府県の行う市町村等事業推進にあっては、10

分の５以内 

 

実施要綱第２の

１の(2)の①のウ

の(ｳ)のｂ漁港環

境整備事業 

 １・２ （略） 

３ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される避難

場所又は避難経路の整備を実施するもの（通路、広

場等）にあっては、１及び２の規定にかかわらず、

３分の２以内 

 

４ 日本海溝・千島海溝地震特別措置法第 11 条の規定

による津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施さ

れる避難場所又は避難経路の整備を実施するもの

（通路、広場等）にあっては、１及び２の規定にか

かわらず、３分の２以内 

５ （略） 

 

実施要綱第２の

１の(2)の①のウ

の(ｳ)のｃ漁村再

生交付金事業 

 １・２ （略） 

３ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される避難

場所又は避難経路の整備を実施するもの（漁業集落

道、緑地・広場施設等）にあっては、１及び２の規

定にかかわらず、３分の２以内 

 

４ 日本海溝・千島海溝地震特別措置法第 11 条の規定

による津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施さ

 

17 （略） 

（略） （略） （略）  

実施要綱第２の

１の(2)の①のウ

の(ｳ)のａ漁業集

落環境整備事業 

 １・２ （略） 

３ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される

避難施設その他の避難経路並びに避難地の整備を実

施するもの（漁業集落道、緑地・広場施設等）にあ

っては、１及び２の規定にかかわらず、３分の２以

内 

都道府県の行う市町村等事業推進にあっては、10

分の５以内 

（新設） 

   

 

 

 

（新設） 

 

 

実施要綱第２の

１の(2)の①のウ

の(ｳ)のｂ漁港環

境整備事業 

 １・２ （略） 

３ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される

避難施設その他の避難経路並びに避難地の整備を実

施するもの（漁業集落道、緑地・広場施設等）にあ

っては、１及び２の規定にかかわらず、３分の２以

内 

（新設） 

 

 

 

 

４ （略） 

 

実施要綱第２の

１の(2)の①のウ

の(ｳ)のｃ漁村再

生交付金事業 

 １・２ （略） 

３ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される

避難施設その他の避難経路並びに避難地の整備を実

施するもの（漁業集落道、緑地・広場施設等）にあ

っては、１及び２の規定にかかわらず、３分の２以

内 

（新設） 

 

 



改    正    後 現       行 

れる避難場所又は避難経路の整備を実施するもの

（漁業集落道、緑地・広場施設等）にあっては、１

及び２の規定にかかわらず、３分の２以内 

５ （略） 

（略） （略） （略）  

実施要綱第２の１

の(2)の①のエの

(ｱ)のｂ津波・高潮

危機管理対策事業 

 １ （略） 

２ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される避難

対策としての管理用通路の整備及び避難用通路の設

置（堤防スロープ等）を実施するものについては、

2/3 

３ 日本海溝・千島海溝地震特別措置法第 11 条の規定

による津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施さ

れる避難対策としての管理用通路の整備及び避難用

通路の設置（堤防スロープ等）を実施するものにつ

いては、2/3 

４ （略） 

 

（略） （略） （略）  

（備考１）・（備考２）（略） 

 

 

 

 

４ （略） 

（略） （略） （略）  

実施要綱第２の１

の(2)の①のエの

(ｱ)のｂ津波・高潮

危機管理対策事業 

 １ （略） 

２ 南海トラフ地震特別措置法第 12 条の規定による津

波避難対策緊急整備事業計画に基づいて実施される

避難対策としての管理用通路の整備及び避難用通路

の設置（堤防スロープ等）を実施するものについて

は、2/3 

（新設） 

 

 

 

 

３ （略） 

 

（略） （略） （略）  

（備考１）・（備考２）（略） 

 

附 則 

この通知は、令和４年７月５日から施行する。 


